
＜新規：一戸建ての住宅：新築　建築物全体＞ 単位：円/税込

　・併願申請の対象は、建築物エネルギー消費性能適合性判定・設計住宅性能評価・長期使用構造等確認審査とし、

　　計算書の変更がなく、基準となる等級などが確認できる場合とします。

＜変更：一戸建ての住宅：新築　建築物全体＞ 単位：円/税込

（注）直前の技術的審査を他機関の者が行っている場合は新規の手数料表の金額とします。

＜その他＞ 単位：円/税込

手続きの種類

適合証再交付

取り下げ届

（既に受理・契約した申請料金は返金できません）

手数料

6,600

0

単独申請

併願申請

技術的審査に係る変更以外の変更

単独申請

手数料

39,600

併願申請 13,200

手数料

（直前の技術的審査がUDIの場合）　　　　　　　　　　19,800

6,600

6,600
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